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１ 小委員会委員名簿

役職 氏名 所属団体名 肩書 区分 小委員会

会⾧ 下地 芳郎 沖縄キリスト教学院大学 観光文化学科 客員教授 学識経験

副会⾧ 高橋 一夫 近畿大学 経営学部 教授 学識経験 座⾧

糸屋 悦子 ⾧崎商工会議所女性会 会⾧ 商工業関係団体 〇

井上 総一郎 市民公募

岩本 諭 55HUBs／
斜面地・空き家活用団体「つくる」

代表
／代表 観光まちづくり関係団体

河野 まゆ子 株式会社JTB総合研究所 執行役員
地域交流共創部⾧ 観光関係団体

篠原 靖 跡見学園女子大学
観光コミュニティ学部 准教授 学識経験

田中 雅資 一般社団法人
⾧崎国際観光コンベンション協会 理事⾧ 観光関係団体 〇

陳 優継 ⾧崎MICE誘致推進協議会 監事 産業関係団体 〇

塚島 宏明 ⾧崎県旅館ホテル生活衛生同業組合 専務理事 観光関係団体 〇

（敬称略・委員⾧、副委員⾧を除き五十音順）
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2025/9/26（金）16：00～18：00 ⾧崎市役所13階 中会議室（魚の町４-１）
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３ 会議次第（⾧崎市観光・MICE振興審議会第３回小委員会）
日 時:令和７年9月26日（金）16:00～18:00

場 所:⾧崎市役所13階 中会議室（魚の町4－1）

１ 開会

２ 議事
（１）報告事項

ア 第2回小委員会の主な意見とその対応について

（２）協議事項
ア 報告書（案）について

３ その他

４ 閉会
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４ 第２回小委員会の主な意見とその対応について
委員 事項 指摘項目 対 応

田中 ２ 協議事項
（２）効果の
検証について

・トラベル⾧崎やさるくなど、ページビューだけで
はわからないような効果もある。実際、観光客から
はうれしい声もたくさんあるため、それも反映させ
てもらえるといい。交通誘導も、回数だけでなく、
生の声も反映させてほしい。

・⾧崎さるくや観光教育出前授業など、実績値とあわ
せて参加者の感想、声なども掲載したい。

髙橋座
⾧

・ぜひ定量的なものと定性的な部分の両方を記載し
てほしい。

陳 ・ガイドが24人増えたというが、実際にはその24
人がどれだけ稼働したかも知りたい。それが大事だ
と思う。

・有償ガイド「nagasaki crew」の稼働実績、１回あた
りの販売単価なども掲載したい。

塚島 ・宿泊税を活用したがんばりが事業者や地元に伝わ
らないのが残念。地元で話題に上がってこない感を
感じるため、できれば、事業者とともに、これぞ宿
泊税のような目玉事業をやっていければと思う。

・今後も宿泊事業者をはじめ観光関連事業者、宿泊者
などの意見、アイデア等も参考にしながら目に見える
もので、わかりやすい宿泊税の使い方を検討していき
たい。

糸屋 ・警備員に宿泊税のワッペンをしたりするなど、宿
泊税を活用していることがわかるものをこのような
小さなことからやっていくのはどうだろうか。そう
すれば、わかりにくいことが分かるようになってい
くのではないかと思う。

・宿泊税を活用して警備員を配置していることが分か
るようなワッペン、腕章、たすきなど周知、啓発に有
効なツールを検討したい。

塚島 ２ 協議事項
（３）見直し
時期について

・５年は⾧いと思う。今回は税率の見直しをするた
め、こまめに確認できるようにしたほうがいいので
はないか。

・見直し時期は、委員のご意見をふまえ、これまで同
様、３年で検討したい。

糸屋 ・３年のままがいいと思う。コロナなど、何がある
かわからない社会情勢で、５年は⾧いと思う。定額
や定率も考えないといけないため、短いほうがいい。

髙橋座
⾧

・委員の総意は３年がいいということで終えたい。
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４ 第２回小委員会の主な意見とその対応について
委員 事項 指摘項目 対 応
塚島、
田中

１ 報告事項
（１）第１回小
委員会の主な意
見とその対応に
ついて

・インバウンド客への有償ガイド「Nagasaki Crew」
を活用したマナーの周知。（クルーがその場でマナー
を教えてくれ、その様子を動画で発信するなど。）

・現在、⾧崎市では訪日外国人向けの４か国語対応のマナー喚
起文例集を作成しており、飲食店や小売店など外国のお客様が
来る場所で活用している。また、有償ガイド「「Nagasaki
Crew」を活用したクルーズ客への場面に応じたマナーの周知も
行っている。
・今後は、他都市の事例を参考に、現地旅行会社を対象とした
マナー啓発や、国内ツアーオペレーター事業者等を通じたガイ
ド等を対象としたマナー周知、訪日外国人旅行者向けのマナー
啓発用の看板、ステッカー、チラシ等の配布などを検討する。

塚島 ・路面電車へのタッチ決済機器導入支援については、
宿泊税を活用していることをもっとPRすべき。

・⾧崎電気軌道へタッチ決済機器に宿泊税を活用している旨の
表示について協議・依頼する。

塚島 ２ 協議事項
（１）宿泊税の
使途及び税率に
ついてについて

・宿泊税賦課費の特別徴収義務者への交付金2.5%は低
い。なぜなら、大半の客がキャッシュレスで支払いを
行う。その手数料を事業者が負担しているという事実
があり、これに対して、事業者の不満がたまっている。
それを考えると、もう少し率をあげてもいいのではな
いか。他の自治体では、6％にしているところもある。
現状を調べて交付率を改めてほしい。

・他都市の状況としては、宿泊税導入自治体の多くは、⾧崎市
と同様の2.5%（金沢市ほか５都市は導入から５年間は特例措置
として＋0.5%）であり、他の特別徴収を実施している税目では、
同様の交付金を支出していないことから、交付率の見直しは考
えていない。
※常滑市については、総務省から「他市町村との足並み」「ク
レジットカード以外で徴収する場合の整理」で了解が得られな
かったと伺っている。
・その他の自治体は次のとおり。
愛知県常滑市2.5%（別途、3.5%相当を支援金として支出）、
北海道ニセコ町5%、岐阜県高山市3%
・宿泊施設事業者を対象としたｻｰﾋﾞｽ向上を目的とした研修費
の支援や、宿泊者の利便性や魅力向上、及び宿泊施設の宿泊単
価の向上を目的とした宿泊施設改修への支援などを検討するこ
とで、宿泊事業者への直接的な還元につなげたい。

髙 橋 座
⾧

・今は何パーセントで⾧崎市とクレジットカードの会
社で契約しているのか。

・⾧崎市からクレジットカード会社に対し、決済手数料の支払
いは発生していない。納税義務者による市税のクレジットカー
ド払いの際の決済手数料については、市税を納付する際に納税
義務者により直接クレジットカード会社に対して支払われてい
る。

糸屋 ・お祭りなどの体験につかってもらいたい。宿泊税を
使って、情報提供をしてもらえるといい。お祭りがあ
る離れた場所に足を運んでもらうようなとりくみに
使ってもらいたい。

・市総合観光サイト「travel nagasaki」を通じて地域のお祭り
や伝統行事など魅力発信に取り組んでいく。
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６ その他

今後のスケジュール

7


